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令和７年度第１回 静岡市犯罪等に強いまちづくり推進審議会 会議録 

 

１ 日  時   令和７年10月10日（金） 午後２時00分から午後３時40分まで 

 

２ 場  所   葵消防署７階 講堂 

 

３ 出 席 者   （委 員）金子泰之委員（会長）、藤沢桜大委員、若海貴宏委員、種石眞理

子委員、木村貴子委員、ホールドマン亜美委員 

（事務局）加藤生活安全安心課長、冨士山防犯・交通安全係長、長谷副主幹、

芦澤主任主事、松尾主事 

 

４ 欠 席 者    なし 

 

５ 傍 聴 者   なし 

 

６ 議  題 

（１）第３次静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画の進捗状況について 

 （２）第３次静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画の中間見直し（令和８年度実施）につ

いて 

 

７ 会議内容 

（１）開会 

（２）あいさつ（生活安全安心課長） 

（３）静岡市の犯罪概況について 

事務局（長谷副主幹） 【資料１～３】「静岡市の犯罪概況について」説明 

事務局（冨士山係長） ただいまの説明について、委員の皆さんからご質問やご意見はありま

すか。 

事務局（冨士山係長） ないようですので、審議会規則に従いまして、会長に進行をお願いし

ます。 

 

（４）議事 

金子会長       それでは議事に入りたいと思います。本日は全員が出席していますの

で審議会が成立します。次第の４、議事の（１）第３次静岡市犯罪等

に強いまちづくり基本計画の進捗状況について、事務局から説明をお

願いします。 

事務局（松尾主事）  【資料４】「第３次静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画の進捗状況

について」説明 
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金子会長       第３次静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画について委員の皆さん

からご質問やご意見はありますか。 

ホールドマン委員   防犯灯の補助金について、LED化が９割を超えているから申請がないと

説明があったが、まだまだ街灯は足りない印象がある。これは補助金

の存在を知らずに申請できていないということはあり得ますか。防犯

灯だけでなく、補助金を使えていない地域があるかないかを誰かが把

握していますか。 

事務局（加藤課長）  基本的に、すべての対象団体に市からお知らせしているので、周知に

漏れがあることはありません。この補助事業は平成29年度から実施し

ているので、制度を知らなかったということはないと考えます。 

ホールドマン委員   基本的にはＡ評価が多く、防犯意識の強いまちづくりができていると

いう評価になっていると理解していますが、実際には犯罪（刑法犯認

知件数）は増えているので、「防犯意識が強いまち」と「犯罪が起きる

こと」は違うことという認識で進んでいるのでしょうか。それとも別

の評価軸が必要だという懸念点があるのでしょうか。あまりリンクし

ているように思えません。 

事務局（加藤課長）  全くリンクしないことはないと思います。防犯意識が高まれば、取組

効果はあるはずです。しかし、意識が高まっているのに認知件数は増

加しているのはなぜかというのは考えなければなりません。 

事務局（長谷副主幹） 刑法犯認知件数が増加しているのは、コロナ禍で行動が抑制され、人

出がないために、自転車盗や万引きが減少していた状況から、人出が

回復し犯罪も広がったためであると考えられます。 

事務局（加藤課長）  資料１をご覧いただくと、コロナ禍の影響と思われる動きがわかりま

す。令和２～３年度にかけて刑法犯認知件数が大きく落ち込んだため、

５年度から増加に転じていますが、コロナ禍前の令和元年の3,953件と

比較すると６年度は3,478件と減少しています。 

 

種石委員       見舞金の件について、昨年度は支給実績が５件あったということです

が、警察からの情報提供があったのか、被害者が自分から申請をして

きたのか、内容を教えてください。 

事務局（長谷副主幹） １件は警察が事件を把握していたが、問合せ自体は本人からあったケ

ースで、それ以外は警察からの情報提供です。 

種石委員       ホームページなどを見て申請してきているのか、という意図でお尋ね

しました。 

事務局（加藤課長）  基本的には事件になっているものが制度の対象となりますが、事件に

なっていないものについても、どのような制度かという問合せもあり

ます。 
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種石委員       そういった問合せはたくさんあるのですか。 

事務局（加藤課長）  たくさんではないのですが、制度開始から２年目となり、周知が進ん

でいると認識しています。 

事務局（長谷副主幹） 制度を知ったきっかけは、パンフレットで知った、ホームページで知

った、知り合いから聞いた、警察からの案内などが多いです。警察で

は、対象になるかならないかの説明はされますが、被害者本人からも、

自分がこのような被害を受けたが対象になるかという問合せもありま

す。 

種石委員       制度の認知が進んできたという認識でよいでしょうか。 

事務局（長谷副主幹） 問合せが増えてきているので、徐々に認知が広がってきていると認識

しています。 

事務局（加藤課長）   対象になると思われる皆様には、県内の警察署全てでこの制度の説明

をお願いしていますので知らなかったということはないかと思います。 

 

藤沢委員       資料４のNo12「子どもの体験型防犯講座」についてですが、令和６年

度の実施率が100％であったということですが、実際に体験した小学生

の防犯意識の向上や防犯への関心は、この講座を通して高まったと言

えるのか、疑問に感じました。講座を受けても関心がないと定着しな

いと思いました。 

事務局（冨士山係長） 実際にどのようなことをされているか、講師である静岡県防犯アドバ

イザー協会の若海委員からお話ししただけますでしょうか。私も昨年

視察させていただきましたが、ランドセルを背負った状態で、ランド

セルに防犯ブザーが付いているだけでは押せないので、手に持てる位

置につける、20～30ｍ離れれば犯人は追ってこないなど、具体的に子

どもにわかるように、実際に犯人役から逃げてみる、というように実

際に体験させるのですよね。 

若海委員       この事業は、県の事業を受託して運営しており、開始から10年ほど経

過し、静岡市からも援助いただきながら、全県で行っています。防犯

アドバイザー協会は東部・中部・西部に支部があり、それぞれに講師

が在籍し、各市教育委員会からの調査で手を挙げた学校において、「あ

ぶトレ！」授業として実施しています。毎年応募のある学校もあれば、

初めて実施する学校もあります。主には登下校時、不審者に遭遇する

場面を想定し、不審者の特徴、不審者と遭遇しやすい場所等を説明し、

実際に危険な目にあった場合、捕まったときにどうするか等を体験型

で学ぶという内容です。毎年６月から翌年１月頃まで実施しています。

実施後、その場で児童に感想を聞いたりはしていますが、一人ひとり

にアンケートを取って意識の変化を調査するということまでしていま
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せん。事業開始直後はアンケートを取っていたようですが、現在はど

れだけ効果が出ているのかは把握していない状況です。静岡に関わら

ず、全国で様々な事件が発生しており、学校からの要望があります。

毎年県で、この事業を継続するかどうか審議がありますが、それだけ

需要があり10年続いております。学年によって内容を変えており、習

得度合いも変わってくるため、継続することで児童に定着します。大

事なのは、受講した児童が家に帰って学習したことを家族と共有する

ことです。「自分の命は自分で守らなければならない」ということを児

童に伝えていますので、防犯意識向上への一助にはなっていると考え

ます。 

事務局（冨士山係長）  若海様ありがとうございます。体験型ですので、それを体験したこと

があるかないかで、大きな違いがあると思います。 

 

金子会長       犯罪被害者の見舞金の話に戻りますが、昨年度の審議会で申請期限が

短いという意見を出させていただきました。制度があるのはいいと思

うのですが、申請期限の見直しをしていただきたいと考えています。

他の自治体では、犯罪被害を自覚してから２年以内、被害から７年の

ようにしているところもあり、その方がまだ被害者寄りの仕組みにな

っているので他の自治体の例も参考にしてもらいたいです。大阪市や

浦安市はそのような制度になっているようですし、静岡県でも被害の

自覚から２年となっているので、合わせた方がいいのではないでしょ

うか。今後実績を上げていく上で被害者の実態に寄り添える形にして

ほしいのと、性犯罪被害者数が増えたということで、そのような被害

者はなかなか被害を申告するのに時間を要するという事例があるので、

そういった事例に沿うような仕組みにしていただきたいです。 

           次に、資料４、６ページのNo37「青少年を対象とした補導活動」につ

いて、令和７年度の実施計画にある補導員や補導回数が令和６年度か

ら減少しているのですが、理由を教えていただけますか。 

事務局（松尾主事）  なぜ減少したかは、現在こちらでは把握できてないので、所管のこど

も若者応援課に確認しお知らせします。 

木村委員       これは地域の補導活動のことですか。学区で補導員を２名選出してい

るのですが、１名の選出になったという連絡があったので、組織の意

向も関係しているのではないかと思います。 

金子会長       見舞金制度の申請期限の見直しについてはどうでしょうか。 

事務局（長谷副主幹） 静岡市では、申請期限を過ぎて支給できなかったというケースは現状

ありません。性犯罪被害見舞金の支給も、被害後申請が早かったため、           

支給することができています。おっしゃるとおり、被害を言い出せな
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い人もいますし、たまたま言える方が申請したという可能性もあると

は考えていますので、今後申請期限を延長するのかどうかは、他市の

状況を見つつ、７年にしたのであれば、その理由があるはずですので、

意見を聞きながら、どの時点で見直すのかはここではお伝えできませ

んが、視野を広げれば、より市民のための制度となるのではあれば、

見直すことも検討します。 

事務局（加藤課長）  県の制度に合わせた方がいいというのは、おっしゃるとおりで、同じ

制度なのに、なぜ県から支給され、市からは支給されないのかという

のは今後必ず発生する問題だと思います。静岡市はこの制度の創設が

比較的遅く、本制度の先行市の状況を見ると、性犯罪被害者も増えて

いる、静岡市でもそのような状況になったら対応していく必要がある

と考えています。制度化して２年目という状況で、次回の審議会で申

請期限を延長したという報告をするのは難しいですが、他都市の状況

を見ていると、想定できていない事態が続き、それに合わせていくよ

うな制度改正も行われていますので、本市でも状況をしっかり見てい

きたいと考えます。 

金子会長       制度開始１年目の時点で、申請期限が短すぎないかという意見が出て

いるので、もし今後被害から１年以上が経過した被害者に支給ができ

なかった場合、言い逃れはできないと思うので、そのような事態にな

る前に対応していただければと思います。 

       他はよろしいでしょうか。続いて、次第４（２）第３次静岡市犯罪等

に強いまちづくり基本計画の中間見直し（令和８年度実施）について、

事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（松尾主事）  【資料５～８】「第３次静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画の中間

見直し（令和８年度実施）について」説明 

金子会長       第３次静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画の中間見直し、特に市

民調査について委員の皆さんからご質問やご意見はありますか。 

           私からですが、修正前の資料７の２ページ目、質問②の「あなたは静

岡市の治安についてどう思いますか」を削除するということでよろし

いでしょうか。 

事務局（松尾主事）  事務局で協議して、質問①「あなたは、普段静岡市で生活していく中

で、安全で安心して生活することができると思いますか」と同様の

内容であると判断したため、②を削除しました。 

金子会長        修正前の質問②「あなたは静岡市の治安についてどう思いますか」と

③「あなたは静岡市の治安がよくなっていると思いますか」を比較し

たのでしょうか。聞いていることは同じということで片方を削除した
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と思われるのですが、例えばアンケートの対象者が、今年静岡に来た、

静岡に来てまだ２年であった場合、以前と比べて治安がどうかと聞か

れても、回答に困ってしまうので、１年目でも答えられるように、「治

安がよくなっていると思うか」ではなく、「今の治安はどうか」を聞き

続ければ、前回調査から治安がどう変化したかを比較することができ

るので、削除した質問を採用した方がいいと考えます。 

ホールドマン委員   市民意識調査の質問②「あなたの防犯意識について、伺います」につ

いて、防犯意識が高いことが何を指しているのかわからないです。例

えば、「あなたは家のドアの鍵を閉めていますか」と聞かれれば「閉め

ている」と答えられます。本人がどう思っているのかを聞きたいのか、

実際に対策しているのかを聞きたいのかが明確になっていないので、

その姿勢を決めるのがよいかと思います。 

金子会長       資料８の14ページのように自分の防犯意識が高いと思っているのであ

れば、その理由を書くようにしてもらうのはどうでしょうか。なるべ

く細かく聞いた方がいいのですが、聞き始めると項目が増えて他の部

署のとの兼ね合いもあり、漠然とした聞き方になっているとは思いま

す。 

ホールドマン委員   ３～５問しか聞けない中で、本人が自分でどう思っているのかを聞く

のはユニークな発想で、聞きたいことはそれでいいのかをもう一度考

えてもいいのかなと思います。 

金子会長       高い（低い）と思う理由の記入欄を質問項目に入れ込むことができれ

ばいいと思います。令和８年度の調査結果は、資料８のようなものが

見られるという認識でよろしいでしょうか。 

事務局（松尾主事）  市民意識調査であれ、課独自調査であれ、委員の皆様には調査結果を

お示しします。 

事務局（加藤課長）  市民意識調査を実施するとなると、質問数が限られてしまい、概略的

な結果しかお示しできませんが、課独自調査であれば資料８のように

詳細な結果をお示しすることができます。 

金子会長       課独自の調査を実施するには条件がありますか。予算の問題がありま

すか。 

事務局（冨士山係長） 来年度の予算要求に独自調査の予算を含めています。 

事務局（松尾主事）  事務局の当初の考え方としては、対象者の母数が多い市民意識調査に

採用されることを目指し、採用されなければ、プランＢとして課独自

調査を実施するというものです。 

金子会長       独自調査になると、3,000人規模の市民意識調査よりは規模が小さくな

るが、詳細に書いてある自由記述は参考になるので、人数が少なくて

も細かいことを聞いた方がいいと思います。 
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ホールドマン委員   ３～５問しか聞けない中で、何を聞くべきか考えたときに、質問①は

いいと思うのですが、質問②のように本人の防犯意識レベルがどうか

を聞くのはもったいないと思います。安全になっているか改悪されて

いるかを聞く方がわかりやすかったり、「鍵を閉めているか」を聞いた

方がわかりやすかったりするように、何を聞きたいか明確になってい

る上での質問になっているかどうかがわからないと感じました。 

事務局（加藤課長）  防犯意識に関して、基本計画の46ページで、この計画を進めることに

よって、令和12年に80％の市民が防犯意識が高いと認識することを成

果指標にしているので、必須の質問項目にはなってきます。 

ホールドマン委員   「昨年に対して防犯意識が高まったかどうか」という聞き方であれば

わかりますが、ただ防犯意識が「高い」という聞き方は曖昧に感じま

す。 

事務局（加藤課長）  防犯対策の例示をして、答える人の認識がなるべく揃うような聞き方

を考えなくていかなくてはいけないですね。 

ホールドマン委員   防犯アドバイザー協会のセミナーに出たから意識が高いのと、家の鍵

を閉めているから意識が高いでは、レベル感に差があり、それでも高

いと答えてくれればいいのか、鍵を閉めているかを知りたいのか、レ

ベル感を合わせた方がいいと思います。 

木村委員       人によって防犯意識は違いますから、どこを取るのかが大事ですね。

選択肢に具体的にどのようなことを心がけていますか、などを入れる

ことで意識のレベル感が同じになっていくのかなと思います。 

金子会長       市民意識調査と課独自調査を両方実施することはできますか。 

事務局（松尾主事）  広報課と相談して、どこまで柔軟に対応してくれるかわからないです

が、委員の皆様の意見はなるべく反映させするようにはします。 

事務局（冨士山係長） 市民意識調査質問案で挙げている４問では足りないということですよ     

ね。 

金子会長       どちらかと言われたら、課独自調査の方が調査人数は少ないですが、

市民がどのような防犯対策をしているかがわかるので、情報として有

益だと考えます。両方できるのであれば、3,000人規模で体感治安を聞

き、独自調査では、市民が具体的に行っている対策が分かれば、それ

がベストだと思います。それが難しければ、課独自調査に絞って実施

した方がよいと思います。 

木村委員       市民意識調査に載せるために今まで動いてきたのでしょうか。 

事務局（加藤課長）  そのとおりです。採用されないかもしれないので、課独自調査も想定

していました。今回は計画の見直しで、目標数値は上方または下方修

正しないといけないので、中間年である来年度に見直しをします。そ

の見直し作業に必要なデータを、市民意識調査を利用して調査すると
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いうのが元々の考えです。見直し作業というのは、審議会で皆様に審

議いただいて、より実効性のある計画にしていくという作業なので、

具体的な市民の声を聴かないといけないというのはよくわかりました。 

金子会長       令和３年度は独自調査しかできなかったのですか。 

事務局（松尾主事）  令和３年度の市政アンケートモニターも広報課を通して実施していま

したが、令和６年度をもって廃止となりました。これまでは3,000人規

模の市民意識調査と150人対象の市政アンケートモニターの２つの調

査方法がありました。 

事務局（加藤課長）  市民意識調査は当課の予算がかかりません。市の事務事業の見直しの

過程で市政アンケートモニターが廃止され、市民意識調査に一本化し

たと考えています。 

 

ホールドマン委員   一応確認ですが、アンケートは年に１回実施しているもののみですか。 

事務局（松尾主事）  基本計画の策定時と４年目の中間見直しのタイミングで第１次基本計

画から同じ周期で実施しています。 

金子会長       基本的に令和３年度の調査結果と来年度の調査結果を比較して、その

変化から取組に意味があったのかを考えるということですよね。 

ホールドマン委員   市民意識調査は毎年実施しますか。 

事務局（加藤課長）  毎年実施していますが、市としてのベースの質問以外は毎年質問する

部署が変わります。今回はそこに手を挙げるのですが、エントリーす

る部署が多いため、採用される課を広報課が選出することになります。 

事務局（冨士山係長） 毎年調査をする必要があると考えますか。 

ホールドマン委員   毎年同じ質問ができるなら治安の良さなどを比較できると思いますが、

アンケートをどうしたいかが決めにくいですよね。５年に１回実施す

るものと、毎年実施できるかわからないものを比べると、５年に１回

できると決まっているなら課独自調査の方が自立できているからいい

と思ったり、毎年とれるならその方が、とも思ったりします。 

金子会長       資料８の34ページにも市民からの要望が多く書かれていて、有益な情

報であるので、本来であればこのような情報を５年ごとでも蓄積する

ことが大事だと思います。円グラフでパーセンテージを出されるだけ

よりは、詳細な意見を取って、質的な面も見ていくことが重要だと考

えます。 

金子会長       令和８年度は、アンケートを実施するとなった場合は、審議会で確認

しますか。それとも次の審議会はすでに調査は実施済みのタイミング

ですか。 

事務局（加藤課長）  後者になります。資料５をご覧いただくと、７月に調査を開始し、そ

の結果をお示しするのが、９月の第１回審議会となります。 
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事務局（冨士山係長） そのため今回、追加で聞いた方がいい質問や聞き方についてお伺いし

ました。 

事務局（加藤課長）  さらにこうした方がいいといったご意見がありましたら後日ご連絡く

ださい。 

金子会長       調査を実施してしまったら、次の５年はできないということですので、

ご意見があればなるべく連絡をしてください。他にご意見はよろしい

でしょうか。なければ、議事は以上とさせていただきますので、進行

は事務局にお返しします。 

 

（５）事務連絡  

事務局（冨士山係長） 本日は長時間にわたり、ご審議いただきありがとうございました。 

ありがとうございました。委員の皆様には引き続きご協力よろしくお願

いいたします。最後に次第の５、事務連絡について事務局からご説明し

ます。 

事務局（松尾主事）  事務連絡について説明 

 

（６）閉会 

 

【追記】 

○補導員数、補導回数等の減少について（所管：こども若者応援課） 

活動規模の縮小の最大の理由は、現状として年々、補導活動中に不良少年と出会う機会が減

少してきているため。これまで、補導員には小中学校・高校の教員も参加してきたが、働き方

改革の取組として、今年度から教員は補導に参加しないこととしたため、補導員数も減少して

いる。 

また、子どもが犯罪に巻き込まれるきっかけが、これまでのような家の外から、ネット環境

へシフトしてきているという現状から、対策も補導活動からネットパトロール等の強化へシフ

トしてきている。 


